
様式第２号 

会    議    録  

 会 議 の 名 称   令和６年度第８回豊中市情報公開・個人情報保護審査会 
 

 開 催 日 時 令和７年（２０２５年）２月５日（水）午後１時～午後３時５分 

 開 催 場 所  第二庁舎３階大会議室  公 開 の 可 否   可・不可・一部不可 

 事  務  局   総務部法務・コンプライアンス課  傍 聴 者 数      ―   人 

公開しなかっ 

た理由 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例で審査会の会議は公開しないと規

定されているため 

 出 

 席 

 者 

 委  員  塩野委員、中園委員、前田委員、宮下委員 

 事 務 局 
 松浦法務・コンプライアンス課長、大西主幹兼課長補佐、 

多田情報管理係長、須賀主事 

 そ の 他   

議   題 

１．監査委員事務局所管の令和５年１０月１７日付け豊監査第４５０号によ

り豊中市監査委員が行った、「令和３年（２０２１年）５月６日付け豊監

査第７２号兼職兼業確認等調査の結果について」等の保有個人情報不利

用停止決定に関する審査について 

 

２．人事課所管の令和５年１０月２７日付け豊総人第１３３４号により豊中

市長が行った、「令和３年（２０２１年）４月３０日付兼職兼業確認等調

査にかかる職務命令に対する調査について（結果）」の保有個人情報不利

用停止決定に関する審査について 

 

３．健康危機対策課所管の令和５年１０月３日付け豊健危第１６２２―１号

により豊中市長が行った、「令和３年度の款「衛生費」項「保健衛生費」

目「感染症予防費」に属する細事業「新型コロナウイルス感染症対策事

業」の予算内示書と細事業内の節および節の細区分がわかるもの一式」

の開示請求に係る行政文書開示決定、同課所管の令和５年１０月３日付

け豊健危第１６２２―２号により豊中市長が行った、「目節流用書一式 

伝票番号：０３－０００１４４他４１件」の開示請求に係る行政文書開

示決定及び、同課所管の令和５年１０月３日付け豊健危第１６２２―３

号により豊中市長が行った、「令和３年度「新型コロナウイルス感染症対

策事業」に関わる予算流用命令書一式のうち、別紙「令和３年度  不存

在目節流用書一覧（新型コロナウイルス感染症対策事業）」の開示請求に

係る行政文書不存在による不開示決定に関する審査について 

 

４．監査委員事務局所管の令和５年１２月２５日付け豊監査第５６２号によ

り豊中市監査委員が行った、「豊中市監査委員が豊中市総務部人事課に提

供した行政文書であって、豊中市総務部人事課が保有する永年文書であ

って、人事課の所管である職員の服務に関する事務を遂行する目的で利

用している文書のうち、職員が２０１８年以降に○○○○○○○○○○

○○○○行為について、地方公務員法第３８条第１項への抵触の有無に

ついて確認した経緯を記録した文書一式」の開示請求に係る行政文書存

否応答拒否決定に関する審査について 

 

 



 

  

５．監査委員事務局所管の令和５年１２月２５日付け豊監査第５６３号によ  

り豊中市監査委員が行った、「豊中市監査委員が豊中市総務部人事課に提

供した行政文書であり、豊中市総務部人事課が保有する永年文書であっ

て、人事課の所管である職員の服務に関する事務を遂行する目的で利用

している文書のうち、○○○○○が２０１８年以降○○○○○○○○○

○○○○○について、地方公務員法第３８条第１項への抵触の有無につ

いて確認した経緯を記録した文書一式」の開示請求に係る行政文書存否

応答拒否決定に関する審査について 

 

６．人事課所管の令和５年１２月２５日付け豊総人第１６５６号により豊中

市長が行った、「豊中市総務部人事課が保有する永年文書であって、人事

課の所管である職員の服務に関する事務を遂行する目的で利用している

文書のうち、職員が２０１８年以降に○○○○○○○○○○○○○○行

為について、地方公務員法第３８条第１項への抵触の有無について確認

した経緯を記録した文書一式」の開示請求に係る行政文書存否応答拒否

決定に関する審査について 

 

７．障害福祉課所管の令和６年１月２６日付け豊福障第３１３７号により豊

中市長が行った、「豊福障第２２７９号  令和５年（２０２３年）１０月

３０日付弁明書」の保有個人情報不利用停止決定に関する審査について 

 

８．人事課所管の令和６年１月９日付け豊総人第１７２９号により豊中市長

が行った、「令和５年（２０２３年）４月１４日付豊総人第６０号「上申

書の提出等について伺」の保有個人情報不利用停止決定に関する審査に

ついて 

 審議等の概要 

（主な発言要旨） 
上記議題の案件について、審議を行った。 


